
  

 

総則・評価特別部会の議論（アクティブ・ラーニングの視点と

資質・能力の関係性、学習評価）について 

 

・第６回総則・評価特別部会（平成２８年３月１４日） 

資料１－１ アクティブ・ラーニングの視点と資質・能力の育成との関

係について-特に「深い学び」を実現する観点から-・・１ 

資料１－２ アクティブ・ラーニングの視点と資質・能力に関する 

参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

資料２－１ 学習評価の改善に関する今後の検討の方向性・・・・２４ 

資料２－２ 学習評価に関する資料・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ８ 日 
教 育 課 程 部 会 
算数・ 数学ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 

資料２ 



 

1 

 

 

 

アクティブ・ラーニングの視点と資質・能力の育成との関係について 

－特に「深い学び」を実現する観点から－ 

 

標記について以下の通り、総則・評価特別部会における現在までの議論をまとめた。各教

科等においては、こうした議論の状況を踏まえつつ、資質・能力の三つの柱や、各教科等の

特質に応じ育まれる「見方や考え方」の明確化、学習プロセスの在り方、資質・能力及び学

習プロセスと指導内容との構造化について、引き続きご検討いただきたい。 

 

１．アクティブ・ラーニングの視点と資質・能力の育成について 

（アクティブ・ラーニングの三つの視点と授業改善） 

○ 昨年８月にまとめられた「論点整理」においては、「社会に開かれた教育課程」の理念

のもと、子供たちに育成すべき資質・能力を総合的に育むためには、学びの量とともに、

質や深まりが重要であるとされ、各教科等における習得・活用・探究の学習過程全体を

見渡しながら、「深い学び」「対話的な学び」「主体的な学び」の三つの視点に立って学び

全体を改善していくことが提言された。 

○ こうしたアクティブ・ラーニングの視点に基づく授業改善が行われ、学びが改善される

ことにより、子供たちは、各教科等の内容的な理解を深めながら、育成すべき資質・能

力を身に付けていくことができる。こうした深い理解や資質・能力の獲得は、学ぶこと

の意義や社会との関係の実感につながり、学習に向かう子供たちの内発的な動機を高め、

自己調整を行いながら生涯学びつつける力の獲得につながることになる。 

○ 「論点整理」を踏まえ、学校現場では様々な取組が広がりつつある一方で、「この型を

取り入れなければアクティブ・ラーニングではない」「この方法を実施しておけば見直し

の必要はない」というような、「型」に着目した理解がなされているとの懸念もある。「論

点整理」にもあるように、アクティブ・ラーニングの視点は、特定の学習・指導の型や

方法の在り方ではなく、習得・活用・探究の学習過程全体を見通した不断の授業改善の

視点であることに留意する必要がある。 

○ 一方で、教育委員会等は学校現場から、理念だけではなく、具体的な実践例を求められ

ているところでもある。こうした実践例については、様々な型や方法の種類を紹介する

のではなく、アクティブ・ラーニングの視点に基づきどのように授業が改善され、子供

たちのどのような変容（学習内容の深い理解や資質・能力の獲得、学習への動機づけ等）

につながったかという、授業改善に関する実践例の蓄積と普及がなされるべきであると
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考える。学習や指導の型や方法は、そうした授業改善の一つの手段として、その効果が

検証され不断に見直されていくべきものと考える。 

 

（「深い学び」の視点） 

○ また、アクティブ・ラーニングの三つの視点のうち、「対話的な学び」及び「主体的な

学び」が注目され、「深い学び」の視点に基づく改善が図られていないとの指摘もある。

「対話的な学び」や「主体的な学び」はその趣旨が教科共通で理解できる視点であるの

に対して、「深い学び」の在り方は各教科等の特質に応じて示される必要があり、その具

体像については、現在、各教科等ＷＧにおいて議論中であることから、具体的なイメー

ジがつかみにくいことも、その一因として考えられる。 

○ 現在各教科等において、育成すべき資質・能力の三つの柱に沿った明確化や、それを育

む学習プロセスの在り方に関する検討がなされているが、こうした議論を通じて、この

「深い学び」の視点の具体化を図ることが重要である。 

○ 議論の中では、複数の教科等別ＷＧにおいて、資質・能力の育成や学習の深まりの鍵と

なるものとして、各教科等の特質に応じ育まれる「見方や考え方」が重要ではないかと

の検討がなされているところである。こうした「見方や考え方」を、習得・活用・探究

を見通した学習過程の中で働かせながら思考・判断・表現し、「見方や考え方」を更に成

長させながら、資質・能力を獲得していくことが「深い学び」であり、そうした学びと

資質・能力の育成との関係を分かりやすく示していく必要があるのではないか、と考え

られる。 

○ アクティブ・ラーニングの視点に基づく学びについては、深さを欠くことによる失敗事

例も報告されているところ（「論点整理」の巻末資料参照）であり、「深い学び」を実現

する視点は極めて重要である。教員には、こうした「深い学び」を通じて、子供たちの

各教科等の内容的な理解に責任を持ち、必要な指導内容を組み立てる力量を高め、基本

的な事項は分かりやすく教員が教えるということも含めて、子供たちに関わっていくこ

とが求められる。 

 

２．各教科等の特質に応じ育まれる「見方や考え方」について 

○ 「見方や考え方」という概念自体は新しいものではなく、現行学習指導要領においても、

例えば社会科においては「社会的な見方や考え方」、理科においては「科学的な見方や考

え方」、美術においては「独創的・総合的な見方や考え方」を培うこととされている。幼

児期では、生活全体を通じて総合的な指導を行う中で、ものの見方や考え方等を培うこ

ととされている。一方で、その内容については必ずしも具体的に説明されていないのが

現状である。 
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○ 「見方や考え方」とは、様々な事象等を捉える各教科等ならではの視点や、各教科等な

らではの思考の枠組みであると考えられる。こうした「見方や考え方」と育成すべき資

質・能力の関係について、以下のような整理ができるのではないか（別添イメージ図参

照）。 

・「見方や考え方」は、知識・技能を構造化して身に付けていくために不可欠である。「見

方や考え方」を働かせながら、知識・技能を習得したり、知識・技能を活用して探究

したりすることにより、知識を他と関連づけて定着させたり、構造化された新たな知

識として習得したり、技能を習熟・熟達させたりすることができる。 

・「見方や考え方」が成長することにより、思考力・判断力・表現力が豊かなものとなり、

より広い領域や複雑な事象をもとに思考・判断・表現できる力として育成されていく。 

・学びに向かう力や人間性の育成には、どのような「見方や考え方」を通じて社会や世

界にどのように関わるかという点が大きく作用している。 

○ 子供たちが習得・活用・探究を見通した学習過程の中で、「見方や考え方」を働かせて

思考・判断・表現し、「見方や考え方」を成長させながら、資質・能力を獲得していける

ような学びが、「アクティブ・ラーニング」の視点である「深い学び」ではないかと考え

られる。 

・習得・活用・探究を見通した学習過程の中で、各教科等ならではの視点で事象等を捉

え、各教科ならではの思考の枠組みを用いて思考・判断・表現することなどを通じて、

子供たちの「見方や考え方」が成長していくことが重要である。教員には、そうした

学びの実現により、各教科等の内容に関する深い理解や資質・能力の育成が図られる

よう、指導内容を組み立て、子供たちに関わっていくことが求められる。 

・その際、各教科等の指導内容を組み立てる際の視点の一つとして、子供たち一人一人

の「見方や考え方」の困難さを捉え、必要な支援等を工夫し、その成長を支えていく

ことも重要である。 

 

３．教科横断的な学び等を通じた「見方や考え方」の総合的・統合的な育成について 

○ 例えば、国語科の特質に応じ育まれる「見方や考え方」は、各教科等における言語活動

等を通じて、他教科等の特質に応じ育まれる「見方や考え方」を広げていく役割も有する

など、各教科等の特質に応じ育まれる「見方や考え方」は、相互に影響し合いながら成長

していくものと考えられる。 

○ 特に、総合的な学習の時間や特別活動といった、教科以外のいわゆる領域は、教科横断

的な学びや実践的な集団活動等を通じて、各教科において育まれた「見方や考え方」を総

合・統合させながら、各領域の特質に応じた「見方や考え方」を育んでいくものと考えら
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れる。それにより、社会や世界のより広範な事象を捉えて考えたり、一つの事象を多様な

角度から捉えて考えたり、現実の中のより複雑な文脈の中で物事を捉えて考えたりするこ

とができるようになる。併せて、各教科の「見方や考え方」も成長していくものと考えら

れる。 

 

（なお、言語活動や体験活動との関係、学習評価との関係等についても議論中であり、追っ

て整理の予定。） 



資質・能力の
育成

思考力・判断力・
表現力の育成

概念的な
知識の獲得

「見方や考え方」を働かせた深い学びと資質・能力の育成（イメージ）
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育成すべき資質・能力の三つの柱
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どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか

何を知っているか
何ができるか

個別の知識・技能

知っていること・できる
ことをどう使うか
思考力･判断力・表現力等

主体性･多様性･協働性
学びに向かう力
人間性 など

学習評価の充実

カリキュラム・マネジメントの充実

どのように学ぶか
（アクティブ・ラーニングの視点から

の不断の授業改善）
「確かな学力」「健やかな体」「豊か
な心」を単独でとらえるのではなく、
統合的にとらえて構造化することを
目指す



① 習得･活用･探究という学習プロセスの中で、
問題発見･解決を念頭に置きいた、
深い学びの過程が実現できているかどうか。

② 他者との協働や外界との相互作用を通じて、
自らの考えを広げ深める、
対話的な学びの過程が実現できているかどうか。

③ 子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、
自らの学習活動を振り返って次につなげる、
主体的な学びの過程が実現できているかどうか。

アクティブ・ラーニングの視点からの不断の授業改善
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社会 算数 理科 外国語活動
第３ 指導計画の作成と内容の取扱
い
２ 第２の内容の取扱いについては，
次の事項に配慮するものとする。
(1) 各学年の指導については，児
童の発達の段階を考慮し社会的事
象を公正に判断できるようにする
とともに，個々の児童に社会的な
見方や考え方が養われるようにす
ること。

他

（第５学年）
2 内容
A 数と計算
（3） 小数の乗法及び除法の意味につい
ての理解を深め，それらを用いることが
できるようにする。

ア 乗数や除数が整数である場合の計
算の考え方を基にして，乗数や除数が小
数である場合の乗法及び除法の意味に
ついて理解すること。

イ 小数の乗法及び除法の計算の仕方
を考え，それらの計算ができること。また，
余りの大きさについて理解すること。

ウ 小数の乗法及び除法についても，整
数の場合と同じ関係や法則が成り立つこ
とを理解すること。

他

第１ 目標
自然に親しみ，見通しをもって観察，
実験などを行い，問題解決の能力と自
然を愛する心情を育てるとともに，自
然の事物・現象についての実感を伴っ
た理解を図り，科学的な見方や考え方
を養う。

第２ 各学年の目標及び内容
〔第３学年〕
１ 目標
(1) 物の重さ，風やゴムの力並びに光，
磁石及び電気を働かせたときの現象を
比較しながら調べ，見いだした問題を
興味・関心をもって追究したりものづ
くりをしたりする活動を通して，それ
らの性質や働きについての見方や考え
方を養う。
(2) 身近に見られる動物や植物，日な
たと日陰の地面を比較しながら調べ，
見いだした問題を興味・関心をもって
追究する活動を通して，生物を愛護す
る態度を育てるとともに，生物の成長
のきまりや体のつくり，生物と環境と
のかかわり，太陽と地面の様子との関
係についての見方や考え方を養う。

他

第２ 内容
〔第５学年及び第６学年〕
１ 外国語を用いて積極的にコ
ミュニケーションを図ることが
できるよう，次の事項について
指導する。

（略）
２ 日本と外国の言語や文化につ
いて，体験的に理解を深めるこ
とができるよう，次の事項につ
いて指導する。
(1) 外国語の音声やリズムなど
に慣れ親しむとともに，日本語
との違いを知り，言葉の面白さ
や豊かさに気付くこと。
(2) 日本と外国との生活，習慣，
行事などの違いを知り，多様な
ものの見方や考え方があること
に気付くこと。
(3) 異なる文化をもつ人々との
交流等を体験し，文化等に対す
る理解を深めること。

他

各教科等における「見方・考え方」の使用例

小学校の例（現行学習指導要領） ※多数ある使用の例から一部を抜粋したもの
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国語 社会 数学 理科 美術 道徳
第２各学年の目標及び内容

〔第１学年〕
１目標

（略）
(3) 目的や意図に応じ，
様々な本や文章などを
読み，内容や要旨を的
確にとらえる能力を身に
付けさせるとともに，読
書を通してものの見方
や考え方を広げようとす
る態度を育てる。
２ 内容
Ｃ読むこと
(1) 読むことの能力を育
成するため，次の事項
について指導する。

（略）

オ 文章に表れているも
のの見方や考え方をと
らえ，自分のものの見方
や考え方を広くすること。

（第２学年）
２ 内容

〔伝統的な言語文化と国
語の特質に関する事項〕

（略）
(ｲ) 古典に表れたものの
見方や考え方に触れ，
登場人物や作者の思い
などを想像すること。

他

第２各分野の目標及び内容

〔地理的分野〕
１目標
(1) 日本や世界の地理的
事象に対する関心を高め，
広い視野に立って我が国
の国土及び世界の諸地域
の地域的特色を考察し理
解させ，地理的な見方や
考え方の基礎を培い，我
が国の国土及び世界の諸
地域に関する地理的認識
を養う。

〔公民的分野〕
１目標

（略）
(2) 民主政治の意義，国
民の生活の向上と経済活
動とのかかわり及び現代
の社会生活などについて，
個人と社会とのかかわり
を中心に理解を深め，現
代社会についての見方や
考え方の基礎を養うととも
に，社会の諸問題に着目
させ，自ら考えようとする
態度を育てる。

他

第２各学年の目標及び内
容

〔第１学年〕
１目標

（略）
(2) 平面図形や空間図
形についての観察，操
作や実験などの活動
を通して，図形に対す
る直観的な見方や考え
方を深めるとともに，論
理的に考察し表現する
能力を培う。

他

第２各分野の目標及び内容

〔第１分野〕
１目標

（略）
(2) 物理的な事物・現象に
ついての観察，実験を行
い，観察・実験技能を習
得させ，観察，実験の結
果を分析して解釈し表現
する能力を育てるとともに，
身近な物理現象，電流と
その利用，運動とエネル
ギーなどについて理解さ
せ，これらの事物・現象に
対する科学的な見方や考
え方を養う。

２内容
(1) 身近な物理現象
身近な事物・現象につい
ての観察，実験を通して，
光や音の規則性，力の性
質について理解させると
ともに，これらの事物・現
象を日常生活や社会と関
連付けて科学的にみる見
方や考え方を養う。

他

〔第２学年及び第３学年〕
１目標
(1) 主体的に美術の活動に
取り組み美術を愛好する心
情を深め，心豊かな生活を
創造していく意欲と態度を高
める。
(2) 対象を深く見つめ感じ取
る力や想像力を一層高め，
独創的・総合的な見方や考
え方を培い，豊かに発想し
構想する能力や自分の表現
方法を創意工夫し，創造的
に表現する能力を伸ばす。

他

第２内容

道徳の時間を要として学校
の教育活動全体を通じて
行う道徳教育の内容は，
次のとおりとする。
(5) それぞれの個性や立場
を尊重し，いろいろなもの
の見方や考え方があること
を理解して，寛容の心をも
ち謙虚に他に学ぶ。

他

各教科等における「見方・考え方」の使用例
中学校の例（現行学習指導要領） ※多数ある使用の例から一部を抜粋したもの
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国語総合 日本史Ａ 数学Ｂ 物理基礎 保健体育 情報
２内容
Ａ話すこと・聞くこと
(1) 次の事項について指
導する。

（略）

エ 話したり聞いたり話
し合ったりしたことの内
容や表現の仕方につい
て自己評価や相互評価
を行い，自分の話し方や
言葉遣いに役立てるとと
もに，ものの見方，感じ
方，考え方を豊かにする
こと。

他

２内容
（略）

(2) 近代の日本と世界
開国前後から第二次世
界大戦終結までの政治
や経済，国際環境，国
民生活や文化の動向に
ついて，相互の関連を重
視して考察させる。

（略）
ウ 近代の追究

近代における政治や経
済，国際環境，国民生
活や文化の動向が相互
に深くかかわっていると
いう観点から，産業と生
活，国際情勢と国民，地
域社会の変化などにつ
いて，具体的な歴史的
事象と関連させた適切
な主題を設定して追究し
表現する活動を通して，
歴史的な見方や考え方
を育てる。

他

２内容
(1) 確率分布と統計的な
推測

（略）
ウ統計的な推測
(ｱ) 母集団と標本
標本調査の考え方につい
て理解し，標本を用いて
母集団の傾向を推測でき
ることを知ること。
(ｲ) 統計的な推測の考え
母平均の統計的な推測
について理解し，それを
事象の考察に活用するこ
と。

他

１目標

日常生活や社会との関連を
図りながら物体の運動と
様々なエネルギーへの関心
を高め，目的意識をもって
観察，実験などを行い，物
理学的に探究する能力と態
度を育てるとともに，物理学
の基本的な概念や原理・法
則を理解させ，科学的な見
方や考え方を養う。

２内容
(1) 物体の運動とエネルギー
日常に起こる物体の運動を
観察，実験などを通して探
究し，その基本的な概念や
法則を理解させ，運動とエ
ネルギーについての基礎的
な見方や考え方を身に付け
させる。
(2) 様々な物理現象とエネル
ギーの利用

様々な物理現象を観察，実
験などを通して探究し，それ
らの基本的な概念や法則を
理解させ，物理現象とエネ
ルギーについての基礎的な
見方や考え方を身に付けさ
せる。

他

第２保健
２内容
(1) 現代社会と健康

（略）
ア健康の考え方

健康の考え方は，国民の
健康水準の向上や疾病
構造の変化に伴って変
わってきていること。また，
健康は，様々な要因の影
響を受けながら，主体と
環境の相互作用の下に
成り立っていること。

健康の保持増進には，健
康に関する個人の適切な
意志決定や行動選択及
び環境づくりがかかわる
こと。

第１款 目標

情報及び情報技術を活用
するための知識と技能を
習得させ，情報に関する
科学的な見方や考え方を
養うとともに，社会の中で
情報及び情報技術が果
たしている役割や影響を
理解させ，社会の情報化
の進展に主体的に対応で
きる能力と態度を育てる。

各教科等における「見方・考え方」の使用例

高等学校の例（現行学習指導要領） ※多数ある使用の例から一部を抜粋したもの
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社
会
と
の
関
わ
り
を
意
識
し
た
課
題
解
決
的
な
学
習
の
充
実

身近な物や遊具に興味をもってかかわり、考えたり、試した
りして工夫して遊ぶ。

思考力、表現力の基礎の育成

「社会科等における見方や考え方と思考力、判断力、表現力等」イメージ（たたき台案）

思考力、判断力、表現力等
○社会的事象の見方や考え方を用いて、社会的事象の意味や意義、特色や相互の関連を考察する力
○社会に見られる課題を把握して、それらの解決に向けて構想する力
○考察したことや構想したことを説明する力、議論する力

生活に関係の深い情報や施設などに興味や関心を持つ。

感じたこと、考えたことなどを音や動きなどで
表現したり、自由にかいたり、つくったりなど
する。

したり、見たり、聞いたり、感じたり、考えたり
などしたことを自分なりに言葉で表現する。

比較する、分類する、関連付ける
などの思考

伝える、相互交流する、振り返る
などの表現

【小学校社会科】
（第３～６学年）

幼児教育

【小学校生活科】
（第１、２学年）

【高等学校地理歴史科、公民科】

【中学校社会科】
（地理的、歴史的、公民的分野）

・位置や空間的な広がり
・時期や時間の経過
・事象相互、人々の立場相互の関係 に着目して

社会的事象を見出し

・事象を比較・分類したり総合したりして（特色）
・国民（人々の）生活と関連付けて（意味）

社会的事象の見方や考え方
（追究の視点や方法）

社会的事象の見方や考え方の基礎

比較・関連付け・総合

帰納・演繹

社会的事象の地理的な見方や考え方
位置や空間的な広がりとの関わりに着目して

社会的事象を見出し

地域等の枠組みの中で、環境条件や他地域との
結び付き、人間の営みなどと関連付けて

社会的事象の歴史的な見方や考え方
推移や変化などに着目して
社会的事象を見出し

比較して相違や共通性を明確にして
原因と結果を関連付けて

現代社会を捉える見方や考え方
個人と社会との関係に着目して

社会的事象を見出し

現代の社会生活と関連付けて

平成２８年２月８日
教 育 課 程 部 会
社会・地理歴史・公民
ワーキンググループ

資料６
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平成28年2月5日
理科ワーキンググループ資料
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表２ 理科の各領域における特徴的な見方の整理例 20160205

領 域
エネルギー 粒 子 生 命 地 球

見方

自然の事物・現象を主として
質的・実体的に捉える

生命に関する自然の事物・現象
を

主として多様性と共通性の視点
で捉える

地球や宇宙に関する自然の事
物・現象を主として時間的・空間
的な視点で捉える

小学校
【事象を分節化しない】

自然の事物・現象を「見える（可
視）レベル」において，主として量
的・関係的に捉える

自然の事物・現象を「物レベル」に
おいて，主として質的・実体的に
捉える

生命に関する自然の事物・現象を
「個体→集団レベル」において，主
として多様性と共通性の視点で捉
える

地球や宇宙に関する自然の事物・
現象を「身のまわり（見える）レベ
ル」において，主として時間的・空
間的な視点で捉える

例：豆電球の明るさについて，電
池の数（量）や直列・並列つ
なぎの関係で捉える

例：形が変わっても重さは変わら
ないことから実体として存在
することを捉える

例：昆虫や植物の成長や体のつく
りについて，多様性と共通性
の視点で捉える

例：土地のつくりや変化について，
侵食・運搬・堆積の関係を時
間的・空間的な視点で捉える

中学校
【事象を主に可逆的な

もの（エネルギー，粒

子）と主に不可逆的な

もの（生命，地球）に分

節化する】

自然の事物・現象を「見える（可
視）レベル→見えない（不可視レ
ベル）」において，主として量的・
関係的に捉える

自然の事物・現象を「物質レベル」
において，主として質的・実体的
に捉える

生命に関する自然の事物・現象を
「細胞→個体→集団レベル」にお
いて，主として多様性と共通性の
視点で捉える

地球や宇宙に関する自然の事物・
現象を「身のまわり（見える）レベ
ル→地球（地球周辺）レベル」にお
いて，主として時間的・空間的な
視点で捉える

例：電気に関する現象について，
電流，電圧，抵抗（量）の関
係をオームの法則の関係で
捉える

例：物質やその変化について，原
子や分子を化学変化で実体
的に捉える

例：植物や動物の体のつくりと働き
について，多様性と共通性の
視点で捉える

例：地層の重なりについて，時間
的・空間的な視点で捉える

高等学校
【事象をエネルギー，粒

子，生命，地球に分節

化する】

自然の事物・現象を「見える（可
視）レベル→見えない（不可視レ
ベル）」において，主として量的・
関係的に捉えるとともに，より包
括的・高次的に捉える

自然の事物・現象を「物質レベル」
において，主として質的・実体的
に捉えるとともに，より包括的・高
次的に捉える

自然の事物・現象を主として
量的・関係的に捉える

地球や宇宙に関する自然の事物・
現象を「身のまわり（見える）レベ
ル→宇宙レベル」において，主とし
て時間的・空間的な視点で捉える

例：電気抵抗に関する現象につい
て，物質の違いから包括的・
高次的に捉える

例：物質の構成粒子について，原
子の構造や電子配列から包
括的・高次的に捉える

例：生物と遺伝子について，多様
性と共通性の視点で捉える

例：プレートの運動や火山活動と
地震について，時間的・空間
的な視点で捉える
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技術・家庭科（技術分野）の見方や考え方の整理（たたき台）
資料 ○

技術分野特有の見方や考え方：技術を利用して問題を解決する際の見方や考え方

対象 見方や考え方 技術分野の思考・判断の例

技術分野
社会で利用されて
いる技術について、

物質、生物、エネルギーや情報の特性に着目するとともに、
技術の利用に当たり、倫理観をもち、安全性、社会からの要求、環境負荷、費
用等を踏まえつつ、

材料の生成・成形、エネルギーの変換・伝達、生物
の育成環境、情報の処理手順等を最適なものとす
るための思考・判断

内
容
Ａ

材料の技術につ
いて

構成する物質の特性に着目するとともに、
技術の利用に当たり、倫理観をもち、使用時の安全性、社会からの要求、耐久
性や機能，生産効率，環境への負荷，資源の有限性等を踏まえつつ

材料の生成方法が最適なものと
なるよう

選択、管理・運用
すること

加工の技術につ
いて

材料の性質や構造，加工の特性に着目するとともに、
技術の利用に当たり、倫理観をもち、使用時の安全性、社会からの要求、耐久
性や機能，生産効率，環境への負荷，資源の有限性等を踏まえつつ

材料の必要な形状・寸法への成
形方法が最適なものとなるよう

選択、管理・運用
改良すること

内
容
Ｂ

生物育成の技術
について

育成する生物の成長，はたらき，生態の特性に着目するとともに、
技術の利用に当たり、倫理観をもち、使用時の安全性、社会からの要求、生産
のしくみ，環境への負荷，品質・収量等の効率面，生命倫理等を踏まえつつ

生物の育成環境の調節方法が
最適なものとなるよう

選択，管理・運用
すること

内
容
Ｃ

エネルギー変換
の技術について

電気，運動，物質の流れ，熱の特性に着目するとともに、
技術の利用に当たり、倫理観をもち、使用時の安全性、社会からの要求、出力，
環境への負荷，省エネルギー等を踏まえつつ

エネルギーの変換，伝達，利用
する方法が最適なものとなるよ
う

選択，管理・運用、
改良すること

内
容
Ｄ

情報の技術につ
いて

情報の表現，記録，計算の特性に着目するとともに、
技術の利用に当たり、倫理観をもち、使用時の安全性、社会からの要求、情報
の倫理やモラル，活用，管理，システム等を踏まえつつ

情報のデジタル化や計算化によ
る処理の方法が最適なものとな
るよう

選択，管理・運用、
改良，統合するこ
と

平成２８年２月１７日教育課程部会

家庭、技術・家庭ワーキンググループ

資料８

11



個別の知識や技能
（何を知っているか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
教科等の本質に根ざした見方や考え方等
(知っていること・できることをどう使うか)

学びに向かう力、人間性等
情意、態度等に関わるもの

（どのように社会・世界と関わりよりよい人生を送るか）

産業教育
全体

・各職業分野で求められる基礎的・基

本的な知識や技術

・各職業の社会的意義や役割の理解

・各職業分野に関わる課題に対して、

職業人としての倫理観をもって、

主体的・協働的に取り組み、合理的かつ

創造的に解決する能力

・産業・社会を支える職業人として必要な豊かな
人間性
・産業の振興や社会に貢献しようとする態度
・社会の変化に対応して学び続ける態度

資質・能力の三つの柱に沿った、職業に関する専門教科において育成すべき資質・能力の整理
（たたき台）

（＊）身に付けた知識・技術の活用や、探究する際の視点の例（教科等の本質に根ざした見方や考え方等）

・産業・社会の課題について関係する人との対話や、物・事象等の観察により課題を多面的に把握する。

・地域・企業等との連携を深め、協議やシミュレーション、実験・実習等を行い、より良い解決方法を探究する。

・関係する法令等を遵守するとともに、職業人として果たすべき役割や責任を踏まえ、解決策を決定する。

・課題解決の過程においては、科学的原理、経済性、社会資源及び環境への影響等を踏まえ、人々の健康や快適な生活の実現、

社会の発展に寄与する生産物や製品、サービスを工夫・創造する。

ਖ


ৄ･

ੰ
ৠ
भ

উ
ট
७
५

次の問題解決へ問題の発見
問題の定義
解決の方向性
の検討

解決方法の探索
計画の立案

結果の予測
計画の実行

振り返り

【参考：教育課程企画特別部会 論点整理（平成27年8月26日）・参考資料（検討中）】

他者への働きかけ、他者との協働
外部との相互作用

平 成 ２ ８ 年 ２ 月 １ 日
教 育 課 程 部 会
産 業 教 育 WG資料７
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※必ずしも一方通行、順序性のある流れではない。

構成・表現形式の検討 内容の検討、考えの整理

テ
ク
ス
ト
・
情
報
の
理
解

吟味と解釈

テーマの設定

構造と内容の把握

表現

推敲【文章】
・構成・表現形式の修正
・内容の再検討、考えの再整理

文
章
や
発
話
に
よ
る
表
現

状況に応じた調整【音声】
・相手に配慮した表現
・相手の視点を考慮した展開

認知から思考へ

平 成 ２ ７ 年 １ 月 １ ３ 日
教 育 課 程 部 会
言語能力の向上に関する特別チーム

資料３

考え（推測や疑問等）の形成

言語に関する資質・能力の要素（イメージ案）
～「国語科」及び「外国語科・外国語活動」を通じて育成すべき言語能力～

思考から表現へ

○日本語や外国語の特徴やきまりに
関する理解と使い分け

・言葉の働き、役割
・書き言葉、話し言葉
・語、語句、語彙
・文の成分と構成
・文と文の関係、段落と文章の関係
・文章全体の構造
・表現の工夫（修辞など）

【創造的思考（とそれを支える論理的思考）の側面】
➢情報を多角的に吟味し、構造化する力
・論理の吟味・構築（根拠、論拠、定義、前提等）
・信頼性、妥当性の吟味
・既有知識（他教科に関する知識、一般常識、社会
的規範や文化等）に基づく吟味、補足、精緻化

➢構成・表現形式を評価する力
【感性・情緒の側面】
➢言葉によって感じたり想像したりする力、感情や
想像を言葉にする力

➢構成・表現形式を評価する力
【他者とのコミュニケーションの側面】
➢相手の心を想像する力
・相手との関係の理解
・相手の意図や感情の読み取り
➢構成・表現形式を評価する力

➢新しい情報を評価し、取捨選択
する力

➢新しい情報を、既に持っている
知識や経験・感情に統合し構造
化する力

➢新しい問いを立てるなど、既に
持っている考えの構造を転換す
る力

13



言語活動の充実について①

14

ホワイトボードを
使って話し合う 付箋を使って話し合う

ペアで意見を交換する
例えば、一斉授業だけで
はなく・・・

例えば、先生が説明する
だけではなく・・・

立場を決めて議論する
ポスターなどを作成し
て発表する

生徒が説明する

現行学習指導要領では、「確かな学力」，特に「思考力・判断力・表現力等」を育み，各教科等の目標を実現
するための手立てとして，言語活動の充実について規定
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小学校学習指導要領 総則 (中学校・高等学校においても同様）

第１ 教育課程編成の一般方針
学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，児童に生きる力をはぐくむことを目指し，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展
開する中で，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他
の能力をはぐくむとともに，主体的に学習に取り組む態度を養い，個性を生かす教育の充実に努めなければならない。 その際，児童の発達の
段階を考慮して，児童の言語活動を充実するとともに，家庭との連携を図りながら，児童の学習習慣が確立するよう配慮しなければならない。

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
２（１）各教科等の指導に当たっては，児童の思考力，判断力，表現力等をはぐくむ観点から，基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習
活動を重視するとともに，言語に対する関心や理解を深め，言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え，児童の言語活動を充
実すること。



言語活動の充実について②

１．言語活動の位置付け

○習得、活用、探究のいずれの場面においても、各教科における学習活動の基盤となるのは
言語の能力。豊かな心を育むことや人間関係を形成する上でも重要。

○平成２０年中央教育審議会答申では、思考力・判断力・表現力を育むために各教科で必要
な学習活動の例として右の６点を示し、これらの学習活動の基盤となるものは、広い意味
での言語であるとした。

○こうした力の育成は、国語科だけでなく、すべての教科で取り組まれるべきもの。
現行学習指導要領において初めて求められたものではなく、従前から、国語科をはじめ各
教科等において学習活動の重要な要素として取り組まれてきた。

２．成果と課題

＜成果＞
○多くの小・中学校で言語活動を意識した活
動に取り組んでいる

○言語活動の充実が児童生徒の学力の定着に
寄与している

（全国学力・学習状況調査の結果）

＜課題＞
○言語活動についての目的意識や、教科等の
学習過程における位置づけが不明確であっ
たり、指導計画等に効果的に位置付けられ
ていないことがある
・単なる話合いにとどまり形骸化している例
・言語活動を行うことが目的化している例 など

○言語活動を行うことに負担を感じている教
師や、時間を確保することが困難と考えて
いる教師が少なくない

３．言語活動の今後の方向性

○各教科等の教育目標を実現するため、見通しを立て、主体的に課題の発見・解決に取り組
み、振り返るといった学習の過程において、言語活動を効果的に位置づけ、そのねらい
を明確に示すことが必要。アクティブ・ラーニングを構成する学習活動の要素を検討す
る際も、言語が学習活動の基盤となるものであることを踏まえた検討が必要。
・「その活動で何を実現しようとするのか」という観点から、授業の中での言語活動の位置付けを一
層明確にすること

・数学的活動や、理科や社会などの問題解決的・探究的な活動など、各教科の学習の過程において、
言語活動を効果的に位置付けること

・言語活動が学びを深めるものとするためには、授業の冒頭に見通しを持たせ、最後に振り返りをす
ることの重要性について理解を徹底することが必要

○言語活動により時数の確保が難しくなるという見方もあるが、学年等を超えて長期的に言
語活動を行う能力の育成を積み重ねていくことにより、一層効果的で効率的な学習が可
能となるという視点も重要。
継続して言語活動に取組続けることで、児童生徒の言語活動を行う能力が高くなるとともに、言語活
動を意識することにより目標・内容と学習活動の関係が明確となり、言語活動を取り入れた方が従来
よりも学習が早く進み、学習に要する時間が短縮できるという考え方を重視することが必要。

○教員の資質向上も含め、学校が全体として取組を進められるよう、教育委員会や大学等に
よる支援や環境整備等を行いながら、今後さらなる充実が図られるようにしていくべき
である。

①体験から感じ取ったことを表現する

②事実を正確に理解し伝達する

③概念・法則・意図などを解釈し、説明したり
活用したりする

④情報を分析・評価し、論述する

⑤課題について、構想を立て実践し、評価・改善
する

⑥互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の考
えを発展させる

～言語活動の検証・改善のための有識者との意見交換（平成26年10月10日,31日）より～

思考力・判断力・表現力を育むために
各教科で必要な学習活動の例
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「言語活動の充実」

今回の改訂においては，例えば，漢字の指導を充実させたり（国語），四則演算について学年間で反復（スパイラル）させたりする（算数）な
どの学習活動を各教科の内容に加え，発達の段階に応じた知識・技能の習得に配慮している。その上で，各教科において，例えば，算数科
では，「身の回りから，伴って変わる二つの数量を見付け，数量の関係を表やグラフを用いて表し，調べる活動」といった算数的活動を例示す
るとともに，理科では，「身近な自然の観察」といった観察・実験を重視するなど知識・技能の活用を図る学習活動を新たに設けた。これらの
学習活動を通じ，「科学的な概念の定着」を図るなど各教科の基本的な概念の理解も重視している。また，知識・技能を習得するのも，これら
を活用し課題を解決するために思考し，判断し，表現するのもすべて言語によって行われるものであり，これらの学習活動の基盤となるのは，
言語に関する能力である。さらに，言語は論理的思考だけではなく，コミュニケーションや感性・情緒の基盤でもあり，豊かな心をはぐくむ上で
も，言語に関する能力を高めていくことが求められている。したがって，今回の改訂においては，言語に関する能力の育成を重視し，各教科
等において言語活動を充実することとしている。具体的には，言語に関する能力を育成する中核的な教科である国語科においては，話すこ
と・聞くこと，書くこと，読むことのそれぞれに記録，要約，説明，論述といった言語活動を例示した。また，各教科においても，
・「観察や調査・見学などの体験的な活動やそれに基づく表現活動の一層の充実」（社会）
・「三角形，平行四辺形，ひし形及び台形の面積の求め方を，具体物を用いたり，言葉，数，式，図を用いたりして考え，説明する」といった算
数的活動の充実（算数）
・「観察，実験の結果を整理し考察する学習活動や，科学的な言葉や概念を使用して考えたり説明したりするなどの学習活動」の充実（理科）
・「自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を行い，身近な人々とかかわることの楽しさが分かり，進んで交流する」活
動の充実（生活）
・「楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったことを言葉で表すなどして，楽曲の特徴や演奏のよさを理解すること」の重視（音楽）
・「感じたことや思ったことを話したり，友人と話し合ったりするなどして，表し方の変化，表現の意図や特徴などをとらえること」の重視（図画工
作）
・「衣食住など生活の中の様々な言葉を実感を伴って理解する学習活動や，自分の生活における課題を解決するために言葉や図表などを用
いて生活をよりよくする方法を考えたり，説明したりするなどの学習活動」の充実（家庭）
・「自分のチームの特徴に応じた作戦を立てたりする」活動の重視（体育）
などそれぞれの教科の特質に応じた言語活動の充実について記述されている。また，外国語を用いて積極的にコミュニケーションを図る態
度をはぐくむとともに我が国と外国の言語や文化について体験的に理解を深めることを目的とする外国語活動はもとよりのこと，道徳におい
ても，「自分の考えを基に，書いたり話し合ったりするなどの表現する機会を充実」することを，総合的な学習の時間では，「問題の解決や探
究活動の過程においては，他者と協同して問題を解決しようとする学習活動や，言語により分析し，まとめたり表現したりするなどの学習活
動が行われるようにすること」をそれぞれ重視している。さらに，特別活動では，「体験活動を通して気付いたことなどを振り返り，まとめたり，
発表し合ったりするなどの活動」の充実が規定された。
このように，今回の改訂においては，各教科等を通じ基礎的・基本的な知識・技能の活用を図る学習活動や言語活動の充実を図っていると
ころであるが，その基本的な考え方を総則上明示したのが本項である。（略）

小学校学習指導要領解説 総則編（抜粋）
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「体験的な学習活動」について（整理イメージ案）

「実験、観察、見学、調査など」は、各教科等の学びに不
可欠であり、それぞれの教科等の問題解決プロセスの
中の重要な要素となる

※左図の整理は「学校教育法
逐条解説」より
（学校教育法第31条の解説）

※その他、学習指導要領等上の「体験」の用例
○幼児が様々な人やものとのかかわりを通して，多様な体験をし，心身の調和のと
れた発達を促すようにしていくこと。その際，心が動かされる体験が次の活動を生み
出すことを考慮し，一つ一つの体験が相互に結び付き，幼稚園生活が充実するよう
にすること。（幼稚園教育要領 第３章第１ １（４））

○外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深め，積極的にコミュニ
ケーションを図ろうとする態度の育成を図り，外国語の音声や基本的な表現に慣れ
親しませながら，コミュニケーション能力の素地を養う。（小学校外国語活動 第１目
標）

○外国語を用いてコミュニケーションを図る楽しさを体験すること。（小学校外国語活
動 第２各学年の目標及び内容 １内容）

○具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのかかわりに
関心をもち，自分自身や自分の生活について考えさせるとともに，その過程において
生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ，自立への基礎を養う。（生活 第１目標）

○音楽活動の楽しさを体験することを通して，音や音楽への興味・関心を養い，音楽
によって生活を明るく豊かなものにする態度を育てる。（中学校音楽 第１学年目標）

○美術の幅広い創造活動を通して，美的体験を豊かにし，生涯にわたり美術を愛好
する心情を育てるとともに，感性を高め，創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばし，美術
文化についての理解を深める。（高等学校美術Ⅰ 目標）

社会奉仕、自然体験、就業体験などの体験活動は、各教科等の学習と関連しつつ、学
校教育全体を通じた学びにおいて重要な要素となる 17



「体験的な学習」

小学校学習指導要領 第１章 総則（抜粋）
第１ 教育課程編成の原則
２ …道徳教育を進めるに当たっては、教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに、児童が自己の
生き方についての考えを深め、家庭や地域社会との連携を図りながら、集団宿泊活動やボランティア活動、自
然体験活動などの豊かな体験を通して児童の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければな
らない。…
第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
２（２）各教科等の指導に当たっては，体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を活用した問題解決的
な学習を重視するとともに，児童の興味・関心を生かし，自主的，自発的な学習が促されるよう工夫すること。

変化の激しいこれからの社会を考えたとき，また，生涯にわたる学習の基礎を培うため，基礎的・基本的な知識・技能の確実
な定着とともに，それらを活用して課題を解決するための思考力・判断力・表現力等の育成を重視した教育を行うことが必要で
あり，児童がこれらを支える知的好奇心や探究心をもって主体的に学習に取り組む態度を養うことは極めて重要である。このよ
うな資質や能力を育成するためには，体験的な学習や基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題解決的な学習を充実する必
要がある。このため，例えば，国語科では「資料を提示しながら説明や報告をしたり，それらを聞いて助言や提案をしたりするこ
と」，「調べたことやまとめたことについて，討論などをすること」などを言語活動例として示し，社会科では観察や調査・見学，表
現活動，算数科では「言葉，数，式，図を用いたりして考え，説明する活動」や「目的に応じて表やグラフを選び，活用する活動」
といった算数的活動，理科では観察，実験の結果を整理し考察する学習活動やものづくりを通した学習活動，家庭科では衣食
住や家庭の生活などに関する実践的・体験的な活動などを充実している。さらに，総合的な学習の時間においては，自然体験
やボランティアなどの社会体験，ものづくり，生産活動などの体験活動，観察・実験，見学や調査，発表や討論などの学習活動
を積極的に取り入れ，基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題解決的な学習を充実させることとしている。このような学習の
在り方は特定の教科等にとどまらず学校教育全体を通じて重視する必要がある。

体験的な学習や基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題解決的な学習は，主体的に学習に取り組む能力を身に付けさせ
るとともに，学ぶことの楽しさや成就感を体得させる上で有効である。このような学習の意義を踏まえ，各教科等の指導におい
て体験的な学習や問題解決的な学習に取り組めるようにすることが大切である。各教科等において習得すべき知識や技能も
体験的な学習やそれらを活用した問題解決的な学習を通すことによって，児童一人一人のその後の学習や生活において生か
され総合的に働くようになるものと考えられる。（以下略）

（小学校学習指導要領解説 総則編（抜粋））
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1 

 

 

学習評価の改善に関する今後の検討の方向性 

 

「目標に準拠した評価」を、資質・能力の育成の観点から実質化していくため、以下のよ

うな方向性や留意点等に基づき、各教科等で学習評価の改善についてご検討いただきたい。 

 

（育成すべき資質・能力を踏まえた目標や指導内容の明確化について） 

○各教科等の目標を、資質・能力の三つの柱に基づき構造化すること。 

○各教科等の特質に応じ育まれる「見方や考え方」について明確化すること。 

○指導内容についても、資質・能力の三つの柱に基づきどのような力を育成するのかが明確

となるような構造化を図ること。 

○資質・能力の三つの柱は、相互に関係し合いながら育成されることを明確にしていくこと

が重要であるので、総則などで示していく方向で、総則・評価特別部会で引き続き検討

していくこと。 

 

（観点別評価について） 

○観点別評価については、前回改訂時に整理された学力の三要素と評価の観点の関係性を踏

まえて、各観点の趣旨が明確化され、観点別評価の実施率も高い状況であること、思考・

判断・表現の評価の在り方に関する様々な実践も進展していることなどの一方で、子供

たちの資質・能力の育成に向けた指導と評価の一体化といった観点からは、改善の余地

があるとの指摘もあるところであり、こうした指摘を踏まえつつ、以下のような改善に

ついて検討すること。 

○「目標に準拠した評価」の実質化や、教科・校種を超えた共通理解に基づく組織的な取組

を促す観点から、別添イメージを踏まえつつ、観点別評価の観点とその趣旨を検討する

こと。具体的な観点の書きぶりや趣旨の記述については、教科の特質を踏まえた表現ぶ

りを検討すること。その際、小・中・高を通じて一貫した観点となるように留意するこ

と。 

○観点別評価については、毎回の授業で全てを見取るのではなく、カリキュラム・マネジメ

ントの考え方のもと、単元や題材を通じたまとまりの中で、学習・指導内容と評価の場

面を適切にデザインしていくことが重要であることに留意すること。また、各教科等で

検討いただいている学習プロセスの在り方の中で、評価の場面との関係性も明確にでき

るよう工夫すること（複数の観点を一体的に見取ることも考えられる）。 

平成 28 年３月 14 日 

総 則 ・ 評 価 特 別 部 会 
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○「知識・技能」については、事実的な知識のみならず、構造化された概念的な知識の獲得

に向かうことや、一定の手順に沿った技能のみならず、変化する状況に応じて主体的に

活用できる技能の習熟・熟達に向かうことが重要であることに留意すること。各教科等

の特質や発達の段階に応じて、どのような知識・技能を獲得することが求められるのか

を、目標や指導内容の構成の中で明確にできるよう工夫すること。 

○「思考・判断・表現」については、各教科等の特質に応じ育まれる見方や考え方を用いた

学習のプロセスを通じて評価すること。各教科等の特質や発達の段階に応じて、どのよ

うな思考・判断・表現が求められるのかを、目標や指導内容の構成の中で明確にできる

よう工夫すること。その際、思考力・判断力・表現力の成長は一定の時間をかけて成長

していくものであり、学年等を超えた整理が必要であることに留意すること。 

○「主体的に学習に取り組む態度」と、資質・能力の柱である「学びに向かう力・人間性」

の関係については、「学びに向かう力・人間性」には①「主体的に学習に取り組む態度」

として観点別評価（学習状況を分析的に捉える）を通じて見取ることができる部分と、

②観点別評価や評定にはなじまず、こうした評価では示しきれないことから個人内評価

（一人一人の良い点や可能性、進歩の状況について評価する）を通じて見取る部分があ

ることに留意すること。 

○また、「主体的に学習に取り組む態度」については、学習前の診断的評価のみで判断した

り、挙手の回数やノートの取り方などの形式的な活動で評価したりするのではなく、子

供たちが学習に対する自己調整を行いながら、粘り強く知識・技能を獲得したり思考・

判断・表現しようとしたりしているかどうかという意思的な側面を捉えて評価すること。

このことは現行の「関心・意欲・態度」の観点についても本来は同じ趣旨であるが、上

述の挙手の回数やノートの取り方など、性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面

を捉える評価であるような誤解が払拭し切れていないのではないか、という問題点が長

年指摘され現在に至ることから、「関心・意欲・態度」を改め「主体的に学習に取り組

む態度」としたこと。こうした趣旨に沿った評価が行われるよう、単元や題材を通じた

まとまりの中で、子供が学習の見通しを持って振り返る場面を適切に設定することが必

要であること。 

○現行の観点別評価の観点において、別添イメージ記載の観点のうち示していない要素があ

る教科等については、知識や技能の在り方、技能と表現との関係等について、各教科等

の本質に照らしてご検討いただき、三つの観点が相互に関係し合いながら育成されるも

のであることを前提としつつも、それぞれの観点や趣旨が明確に示されるようにご検討

いただきたいこと。 
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（指導要録の在り方について、その他） 

○上記の方向性を踏まえた指導要録の在り方については、総則・評価特別部会における議論

を踏まえ引き続き専門的に検討していくこと。 

○指導要録に加えて、子供一人一人が、自らの学習状況やキャリア形成を見通し振り返るこ

とができるようにするために仕組みの在り方を検討していくこと。こうした仕組みを活

用しながら、子供たちが自己評価を行うことを、教科等の特質に応じて、学習活動の一

つとして位置付けることが重要であること。その際、教員が対話的に関わることで、自

己評価に関する学習活動を深めていくことが重要であること。 

○学びのポートフォリオや、個々の学びの特性が、校種を越えて共有されるような仕組みの

在り方を検討していくこと。 

○学習評価に関する残された論点については、各教科等WGにおける議論の状況を踏まえ

つつ、総則・評価特別部会において引き続き検討していくこと。 



 
 

 
 

各教科等の評価の観点のイメージ（案） 

 

観点（例） 
※具体的な観点の書きぶりは、 

各教科等の特質を踏まえて検討 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

 

各観点の趣旨の 

イメージ（例） 

 

※具体的な記述については、 

各教科等の特質を踏まえて検討 

（例） 

○○を理解している／○○の知

識を身に付けている 

○○することができる／○○の技

能を身に付けている 

（例） 

各教科等の特質に応じ育まれる見方

や考え方を用いて探究することを通じ

て、考えたり判断したり表現したりして

いる 

 

（例） 

主体的に知識・技能を身に付けたり、

思考・判断・表現をしようとしたりしてい

る 

４
 


